
広島信用金庫
公益財団法人 ひろしま産業振興機構共  催

定員
3名ひろしん創業マネージャーがみなさんの

創業に関する質問に丁寧にお答えします。
●　9：00～　9：50　●10：00～10：50
●11：00～11：50
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13：00～16：30

参加
無料

定員
20名

創業準備
に向けた

●事前予約制

平成18年に税理士免許取得後、名古屋の老舗税理士

法人にて、大手企業から中小零細企業、個人事業主

まで幅広い実務経験を積み、平成25年独立。「分か

りやすい提案と相互理解」を信条に経営数値から利

益体質や資金繰りのポイント分析し、提案型の税理

士業務を心がけています。

平成26年度より、〈公財〉ひろしま産業振興機構 

ひろしま創業サポートセンターの創業サポーターも

勤めています。

あおやま会計事務所

税理士  碧山 裕二氏講師

ひろしん 創業スタートアップセミナー

平成30年1月20日（土）日　時

Web（広島信用金庫ホームページ）又はFAX でお申込みください。
▶詳しくは裏面をご覧ください。

申込方法

ひろしん創業支援センター B－スクエア
（広島市中区舟入南6-1-6）※裏面に地図あり

場　所

休日創業相談会

事業計画書作成セミナー

参加
無料創業準備創業準備創業準備創業準備創業準備創業準備創業準備創業準備

に向けたに向けたに向けたに向けた 休日創業相談 ＆ 

事業計画書作成セミナー

内　容 ●事業計画書の作成方法とポイント
●資金繰り表の基礎知識と活用方法
●広島信用金庫・ひろしま創業サポートセンターから
　「創業支援制度」のご案内

１

２

３

※先着順での受付とさせていただきます。

申込方法 ☎082-245-0355までお電話にて
お申込みください。

参加対象 創業予定の方、創業間もない方
持 参 物 筆記用具・電卓

事業を円滑に立ち上げる準備として、事業計画書の作成方法、基本的な財務の知識から、
創業に関する手続き方法、創業時の注意点など創業前に知っておきたい情報を
税理士がわかりやすく解説します。
午前中は「休日創業相談会」も開催しますので、お気軽にご利用ください。
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創業スタートアップセミナー 参加申込書
Web または FAX にて 広島信用金庫 へお申し込みください

申込期限 平成 3 0 年 1 月 1 2 日（金）必着
http://www.hiroshin.co.jp/sougyou/seminar/ひろしん　セミナーURL

FAX

ふりがな TEL

FAX

e-mail

氏　　名

住　　所

自由意見

質　問　欄

性　　別 年　　齢 歳男　・　女

〒　　　　　ー

※講師への質問や事務局への連絡事項等、自由にご記入ください

お問い合せ

1. 本セミナーをどのようにお知りになりましたか
　□ホームページ（□広島信用金庫　□ひろしま産業振興機構　□その他）　□新聞広告　□広報誌
　□メルマガ・フェイスブック　□友人・知人（　　　　　）からの紹介　□創業支援機関等（　　　　　　　　　　　　）からの紹介
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2. 現在のご職業についてお聞きします
　□会社員　□自営業　□学生　□非常勤・臨時職員等　□フリーランス　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3. 創業状況についてお聞きします
　創業をお考えの方：（いつ；平成　　　年　　　月頃　　場所；　　　　　　　　　  　　　　　　　市）
　創業されている方：（いつ；平成　　　年　　　月　　　日 開業 / 法人設立 場所；　　　　　　　　市）
　　　　　　　　　　（屋号・法人名；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

4. 事業内容に係る経験年数
　□なし　□５年未満　□５～10年　□10～15年　□15年以上

●該当するものに□ 又はご記入をお願いいたします。

下の太枠内に必要な情報をご記入いただき、 まで送信してください。082-245-0377

広島信用金庫  お客様サポート部  新事業サポート室［担当：雁瀬（ガンセ）］
〒730-8707 広島市中区富士見町 3-15　TEL：082-245-0355　FAX：082-245-0377　URL：http://www.hiroshin.co.jp/

本セミナーは、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」です。本セミナーを受けた方は、創業支援
機関の他の創業支援事業と合わせることにより、株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保
証枠の拡大等の特例を受けることが出来ます。

●本セミナーは、「経営」「財務」に該当します。また、広島市以外の広島県内の他の自治体で創業される場
　合も特典が適用されます。
●特典の詳細は、広島市（ものづくり支援課☎082-504-2238）までお問い合せください。

●受講申込書到着後５日以内に、メール又は電話により受付確認連絡（受講の可否含む）を差し上げます。
連絡がない場合は、必ず事務局へお問い合せください。
●ご記入いただいた情報は、各共催機関にて管理し、法令に定める場合を除き第三者へ提供することはあ
りません。今後、各共催機関からセミナー等の情報をお送りすることもありますが、予めご了承ください。

１ヶ月以上に渡り４回以上支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の
ノウハウを習得できたと認められる場合等【適用条件】

留 意
事 項


